
No. 質問（あてはまりますか？）

0-1
お名前

0-2
香取市に転入してきた日（住民票を移した日）

0-3
今のお住まい（香取市内の住所）

0-4
申請する金額のタイプ

0-5
申請タイプ

No. 質問（あてはまりますか？） はい いいえ メモ・補足記入欄

1-1

転入前の10年間のうち、合計5年以上、東京23区に住んでいた、または東京
圏（埼玉・東京・神奈川・千葉）の対象地域に住んで東京23区へ通勤してい
ましたか？
（「対象地域」＝下記の地域以外）
【埼玉県】
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、
横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【東京都】
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【神奈川県】
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
【千葉県】
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、
香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、
長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

□ □
住んでいた期間：
　　　　　年　　　月～　　　　年　　　月

1-2
転入直前に、続けて1年以上、東京23区に住んでいた、または千葉県以外
の東京圏の対象地域に住んで東京23区へ通勤していましたか？
（東京23区への通勤期間は、転入3か月前までを1年の起算点にできます）

□ □ 期間：　　　　　　　　

1-3

（会社員として通勤していた方）その通勤期間は、雇用保険に入っていた期
間でしたか？
（雇用者の通勤は雇用保険の被保険者であった期間に限ります。経営者・
個人事業主の方は別の証明が必要です）

□ □
□ 会社員（雇用保険あり）

□ 経営者・個人事業主

1-4

（東京23区内の大学に通学していた方）東京圏の対象地域に住みながら東
京23区内の大学などに通い、その後、東京23区内の会社などに就職しまし
たか？
（この場合は通学期間も移住元の対象期間に含められます。あてはまらな
い方は「いいえ」でOK）

□ □
□ あてはまる

□ あてはまらない

No. 質問（あてはまりますか？） はい いいえ メモ・補足記入欄

2-1
申請する時点で、香取市に転入してから1年以内ですか？
（転入から1年を過ぎると申請できません）

□ □ 転入日：

2-2 申請日から5年以上、続けて香取市に住み続ける予定ですか？ □ □

対象要件 確認シート

● はじめに：あなたが確認するSTEPを選びましょう

● あなたのこと（記入してください）

メモ・補足記入欄

　　　   　年　  　月  　　日

□ 1人（60万円）　□ 2人以上（100万円）
□ 18歳未満の世帯員加算あり

□ 就職　　　　　　　□ テレワーク
□ 関係人口　　　　□ 起業

STEP 1  転入前のこと（移住元）　※全員

下の質問1-1、1-2、1-3に「はい」だと対象です（別表第1の1）※1-3、1-4に該当する方は各項目に回答してください

→ 1-1・1-2・1-3が「はい」なら STEP 1 はクリアです。※1-3は該当者のみ

STEP 2  香取市に来てからのこと（移住先）　※全員

下の質問すべてに「はい」だと対象です（別表第1の2）

→ すべて「はい」なら STEP 2 はクリアです。

質問に「はい」か「いいえ」で答えていくと、移住支援金の対象になるかを確認できます。
● このシートは確認用の補助ツールです。最終的な交付の判断は香取市が要綱に基づいて行います。

※申請の期限は『申請する年度の2月末日まで』です。早めにご相談ください。

【全員】 STEP 1・2・3 を確認してください。
【ご家族（2人以上）で申請する方】 → さらに STEP 4 も確認。
【18歳未満の世帯員と一緒に移住し、加算（1人＋100万円）を希望する方】 → さらに STEP 5 も確認。
【最後に、申請タイプを1つ選んで確認】
　　・「千葉県しごとNAVI」に掲載のお仕事に就いて移住した方 → STEP 6（就職）
　　・テレワークで移住した方 → STEP 7（テレワーク）
　　・香取市と関わりがある方（市内または隣接自治体で就業・イベント参加・居住経験など）→ STEP 8（関係人口）
　　・起業支援金の交付決定を受けた方 → STEP 9（起業）



No. 質問（あてはまりますか？） はい いいえ メモ・補足記入欄

3-1
あなたは暴力団員ではありませんか？
（暴力団員でなければ「はい」）

□ □

3-2
暴力団・暴力団員を利用したり、お金や利益を渡したり、暴力団員と知って
契約を結んだりしたことはありませんか？
（ないなら「はい」）

□ □

3-3
暴力団や暴力団員と、社会的に非難されるような関係はありませんか？（な
いなら「はい」）

□ □

3-4

あなたは日本人ですか？または、外国人で「永住者・日本人の配偶者等・永
住者の配偶者等・定住者・特別永住者」のいずれかの在留資格を持ってい
ますか？
（外国人の方は、次の『在留資格チェック表』で確認）

□ □

□ 日本人

□ 外国人

 （在留資格は下の表で確認）

3-5
市税などの滞納（払っていない税金）はありませんか？
（ないなら「はい」）

□ □

3-6
あなた自身と、いま同じ世帯の人は、これまでにこの移住支援金をもらった
ことがありませんか？（ないなら「はい」）

□ □

3-7 転入先で、自治会に加入するよう努力するつもりはありますか？ □ □

☑ あなたの在留資格は？

□ 永住者

□ 日本人の配偶者等

□ 永住者の配偶者等

□ 定住者

□ 特別永住者

No. 質問（あてはまりますか？） はい いいえ メモ・補足記入欄

4-1 転入前、申請する人を含む2人以上が同じ世帯でしたか？ □ □

4-2 申請する今も、その2人以上が同じ世帯ですか？ □ □

4-3 全員が申請時点で転入から1年以内ですか？ □ □

4-4 全員が STEP 3 の条件にあてはまりますか？ □ □

No. 質問（あてはまりますか？） はい いいえ メモ・補足記入欄

5-1 申請する年度の4月1日時点で18歳未満ですか？ □ □
18歳未満の世帯員の氏名・生年月日：

5-2
当該18歳未満者は、支援金の申請者本人ではありませんか？
（本人でなければ「はい」）

□ □

5-3
当該18歳未満者は、申請する人の配偶者ではありませんか？
（配偶者でなければ「はい」）

□ □

STEP 3  その他の条件　※全員

下の質問すべてに「はい」だと対象です（別表第1の3）

→ すべて「はい」なら STEP 3 はクリアです。

● 在留資格チェック表（外国人の方のみ・STEP 3-4の確認用）

確認のしかた

在留カードの在留資格欄が「永住者」／在留期間「無期限」

在留カードの在留資格欄が「日本人の配偶者等」

在留カードの在留資格欄が「永住者の配偶者等」

在留カードの在留資格欄が「定住者」（在留期間あり）

「特別永住者証明書」を持っている

【注意】上の5つのどれにも当てはまらない在留資格（技術・人文知識・国際業務／留学／家族滞在／特定技能／技能実習など）の場合は、対象外で
す。

STEP 4  2人以上の世帯で申請する方

2人以上の金額（100万円）で申請する場合のみ。すべて「はい」だと対象（別表第1の4）

→ 1人（60万円）で申請する方は STEP 4 は不要です。

STEP 5  18歳未満の世帯員と移住し、加算を希望する方

18歳未満の世帯員1人につき100万円加算（最大200万円）。すべて「はい」だと加算対象（別表第1の5）

→ 18歳未満の世帯員が複数いる場合は、世帯員ごとに確認してください（加算は最大200万円まで）。



No. 質問（あてはまりますか？） はい いいえ メモ・補足記入欄

6A-1

勤務地は、千葉県内の条件不利地域にありますか？
（該当地域：銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、
南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、
芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町）

□ □

勤務地：

6A-2 その求人は、「千葉県しごとNAVI」に掲載されていましたか？ □ □
求人ID・掲載日：

6A-3
その会社は、あなたの3親等以内の親族が代表者・取締役などの経営者で
はありませんか？
（経営者でなければ「はい」）

□ □

6A-4
週20時間以上の、期間の定めのない雇用契約（無期雇用）で働いています
か？

□ □

6A-5
その求人に応募した日は、「千葉県しごとNAVI」に対象として掲載された日
より後ですか？

□ □
応募日：

6A-6 その会社で、申請日から5年以上続けて働く予定ですか？ □ □

6A-7 転勤・出向・出張・研修などではなく、新しく雇われた仕事ですか？ □ □

No. 質問（あてはまりますか？） はい いいえ メモ・補足記入欄

6B-1

勤務地は、千葉県内の条件不利地域にありますか？
（該当地域：銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、
南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、
芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町）

□ □

6B-2 週20時間以上の無期雇用契約で働いていますか？ □ □

6B-3 その会社で、申請日から5年以上続けて働く予定ですか？ □ □

6B-4 転勤・出向・出張・研修などではなく、新しく雇われた仕事ですか？ □ □

6B-5
目的が終わると解散する前提のプロジェクトなど、辞めることが前提の仕事
ではありませんか？
（前提でなければ「はい」）

□ □

No. 質問（あてはまりますか？） はい いいえ メモ・補足記入欄

7-1
会社の命令ではなく、自分の意思で移住し、香取市を生活の拠点にして、
引っ越し前の仕事を続けますか？

□ □

7-2 香取市で、週20時間以上テレワークをしますか？ □ □

7-3
あなたは労働基準法第9条の「労働者」ですか？
（会社等に雇用され、給与を受けて働いている方）

□ □

7-4
あなたを指揮監督する事業所は、香取市内にありませんか？（市内になけ
れば「はい」）

□ □

7-5
地域未来交付金（デジタル実装型）などから、勤務先を通じてあなたへ資金
提供されていませんか？
（されていなければ「はい」）

□ □

STEP 6  就職で申請する方

【6-A 一般】すべて「はい」だと対象（別表第2の1）

【6-B 専門人材】県のプロフェッショナル人材戦略拠点事業／先導的人材マッチング支援事業を使った方は、すべて「はい」だと対象（別
表第2の2）

STEP 7  テレワークで申請する方

すべて「はい」だと対象（別表第3）



No. 質問（あてはまりますか？） はい いいえ メモ・補足記入欄

8A-1
令和4年度以降の香取市の日帰り移住・関係人口イベントに、3回以上参加
しましたか？

□ □
イベント名・参加日：

8A-2
令和4年度以降の香取市の宿泊を伴う移住・関係人口イベントに、参加しま
したか？

□ □
イベント名・参加日：

8A-3
香取市または隣接自治体で働いていますか？
（隣接自治体：
     旭市、匝瑳市、成田市、神崎町、多古町、東庄町、稲敷市、潮来市、神栖市）

□ □

就業先・期間：

8A-4
香取市や地域団体が関わる地域づくり活動・自治会行事・地域イベントに、
続けて参加していますか？

□ □
活動内容：

8A-5 香取市に住んだことがありますか？ □ □
居住期間：

No. 質問（あてはまりますか？） はい いいえ メモ・補足記入欄

8B-1 農林水産業その他の事業に従事しますか？ □ □
事業内容：

8B-2
地域づくり活動や地域課題の解決の取組に、恒常的に参加していて、移住
後も続けるつもりですか？

□ □
参加活動：

No. 質問（あてはまりますか？） はい いいえ メモ・補足記入欄

9-1
移住支援金の申請日までの1年以内に、起業支援金（千葉県産業振興セン
ターの補助金）の交付決定を受けていますか？

□ □

交付決定日：

No. 質問（あてはまりますか？）

□ STEP 1・2・3 の質問が、すべて「はい」だった

□ （2人以上で申請）STEP 4 がすべて「はい」だった

□ （18歳未満の世帯員加算）STEP 5 がすべて「はい」だった

□ 申請タイプ（STEP 6～9）のどれか1つの条件を満たした

STEP 8  関係人口で申請する方

【8-A】(1)～(5)のどれか1つに「はい」（別表第4の1）

【8-B】(1)(2)のどちらか1つに「はい」（別表第4の2）

→ 8-A と 8-B の両方で、それぞれ1つ以上「はい」が必要です。

STEP 9  起業で申請する方

「はい」だと対象（別表第5）

最後に：あてはまるものに「✔」（自分でチェック）

メモ・補足記入欄

□ 1人で申請のため不要

□ 加算なしのため不要

選んだタイプ：

上の4つがすべてチェックできれば、対象となる可能性が高いです。
くわしい申請方法・必要書類は香取市の窓口でご確認ください。
※申請の期限は『申請する年度の2月末日まで』です。早めにご相談ください。


